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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次

第９期

第３四半期

連結累計期間

第10期

第３四半期

連結累計期間

第９期

第３四半期

連結会計期間

第10期

第３四半期

連結会計期間

第９期

会計期間
自　平成21年１月１日

至　平成21年９月30日

自　平成22年１月１日

至　平成22年９月30日

自　平成21年７月１日

至　平成21年９月30日

自　平成22年７月１日

至　平成22年９月30日

自　平成21年１月１日

至　平成21年12月31日

売上高 （千円） 68,141 43,968 27,036 21,011 87,837

経常損失（△） （千円） △546,889△628,041△180,411△281,415△788,184

四半期（当期）純損失
（△）

（千円） △548,084△634,211△180,927△282,467△790,725

純資産額 （千円） － － 1,106,7402,293,212864,244

総資産額 （千円） － － 1,407,5212,453,0211,189,282

１株当たり純資産額 （円） － － 28,934.28430.65 225.95

１株当たり四半期（当
期）純損失金額（△）

（円） △16,107.55△128.80△4,730.13△53.05 △225.33

潜在株式調整後１株当た
り四半期（当期）純利益
金額

（円） － － － － －

自己資本比率 （％） － － 78.6 93.5 72.7

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

（千円） △488,098△771,123 － － △710,719

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

（千円） △275△1,215,350 － － △4,080

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

（千円） 1,492,7312,045,440 － － 1,487,771

現金及び現金同等物の四
半期末（期末）残高

（千円） － － 1,261,7011,082,2991,030,165

従業員数 （人） － － 51 63 52

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり

四半期(当期)純損失であるため記載しておりません。

 ４　当社は、平成21年10月29日付で株式１株につき100株の株式分割を行っております。当該株式分割に伴う

影響を加味し、遡及修正を行った場合の第９期第３四半期連結累計(会計)期間の１株当たり指標を参考

までに揚げると以下のとおりとなります。
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回次
第９期

第３四半期

連結累計期間

第９期

第３四半期

連結会計期間

会計期間
自　平成21年１月１日

至　平成21年９月30日

自　平成21年７月１日

至　平成21年９月30日

１株当たり純資産額 （円） － 289.34

１株当たり
四半期純損失金額(△)

（円） △161.08 △47.30

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益金額

（円） － －

　

２ 【事業の内容】

　当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社の異動については、「３　関係会社の状況」に記載しております。

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

なお、平成22年９月に、英国の連結子会社CellSeed Europe Ltd.は、当社全額出資による増資を実施し、資

本金が205千ユーロとなっております。

　

４ 【従業員の状況】

　

（１）連結会社の状況

平成22年９月30日現在

従業員数(人) 63　

(注)　１　従業員数は就業人員であります。

　
（２）提出会社の状況

平成22年９月30日現在

従業員数(人) 60　

(注)　１　従業員数は就業人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1)　生産実績

当第３四半期連結会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメント 　生産高(千円) 前年同四半期比(％)

再生医療支援事業 15,484 △6.7

細胞シート再生医療事業 － －

合計 15,484 △6.7

(注)  １　金額は製造原価によっております。

 ２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 ３　細胞シート再生医療事業はまだ事業化前の段階にありますので、生産実績はありません。

　

(2)　受注実績

当社グループ（当社及び連結子会社）は、受注生産を行っておりませんので、該当事項はありません。

　

(3)　販売実績

当第３四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。

事業の種類別セグメント 　販売高(千円) 前年同四半期比(％)

再生医療支援事業 21,011 △22.3

細胞シート再生医療事業 － －

合計 21,011 △22.3

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　細胞シート再生医療事業はまだ事業化前の段階にありますので、販売実績はありません。

３　主な輸出先及び輸出販売高並びに割合は、次のとおりであります。

（　）内の数値は総販売実績に対する輸出高の割合であります。

輸出先
前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

欧州 　　7,938 100.0 2,323 100.0

合計
　　7,938

　　(29.4%)
100.0

2,323

(11.1%)
100.0

４　主要な販売先及び販売実績並びに販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先
前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

東京女子医科大学 12,252 45.3 13,156 62.6

フナコシ(株)  4,085 15.1  3,109 14.8

Thermo Fisher Scientific
 Inc.

 7,938 29.4  2,323 11.1

　

２ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また前連結会計年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
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３ 【経営上の重要な契約等】

　

(1)　研究受託契約

契約会社名 契約相手 契約締結日 契約書名 契約内容 契約期間
株式会社
セルシード
（当社）

独立行政法人
科学技術振興機
構

平成22年
９月１日

共同事業の実
施に係る委託
研究契約書

内閣府最先端研究開発支
援プログラムの研究課題
（再生医療産業化へ向け
たシステムインテグレー
ション-臓器ファクトリー
の創生―）に係る研究の
受託

平成22年4月1日
から本研究開発
が終了し、国、総
合科学技術会議
等との諸手続き
等完了するまで

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）

が判断したものであります。

　

(1)　経営成績の分析

当第３四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）におけるわが国経済は、

景気は引き続き持ち直してきており自律的回復に向けた動きもみられる一方で、環境の厳しさは増して

きており失業者が高水準にあるなど依然として厳しい状況にあります。

当社グループを取り巻く先端医療・再生医療分野におきましては、８月に再生医療の成果を安全かつ

安定的に提供できる体制をタイムリーに構築し、多くの患者の根治と国際貢献を実現することを目的と

した「再生医療イノベーションフォーラム」が設立準備委員会を開催（当社も同委員会に参加）するな

ど再生医療の産業化促進を目指す動きが見られました。

以上のような環境の下、当社グループは、引き続き再生医療支援事業及び細胞シート再生医療事業の双

方で精力的な活動を推進いたしました。両事業における先行投資を主因として、当第３四半期連結会計期

間における売上高は21,011千円（前年同四半期比6,024千円の減少）、営業損失は281,274千円（前年同

四半期比101,154千円の減少）、経常損失は281,415千円（前年同四半期比101,003千円の減少）、四半期

純損失は282,467千円（前年同四半期比101,540千円の減少）となりました。

　

セグメントごとの業績は次のとおりであります。

①再生医療支援事業

当第３四半期連結会計期間における再生医療支援事業では、国内販売におきまして第９回国際バイオ

EXPO（６月30日から７月２日まで開催）や、第14回国際免疫学会（８月22日から８月27日まで開催）、

「Bio Japan 2010」（９月29日から10月１日まで開催）に出展するなど精力的に認知度向上・販売促進

活動に取り組みました。また海外販売におきましても、前四半期連結会計期間に引き続き温度応答性細胞

培養器材の認知度向上・販売促進活動に重点的に取り組んでまいりましたが、欧州を中心として海外景

気が低迷する中で販売額は厳しい状況となりました。円高の影響や、海外本格販売実績初年度となった平

成21年12月期に積極的に販促活動を展開した結果として海外では需要の一部を先食いした状況となって

いることもあり、再生医療支援事業全体として期初の売上高の見込みを下回る結果となりました。

研究開発面では、引き続き国（独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）のiPS細胞産業応

用プロジェクト「iPS細胞等幹細胞産業応用促進基盤技術開発」においてiPS細胞の培養・回収に適した

温度応答性細胞培養器材の開発を推進しております。

以上のような活動の結果、売上高は21,011千円（前年同四半期比6,024千円の減少）、営業損失は

14,976千円（前年同四半期比3,900千円の減少）となりました。
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②細胞シート再生医療事業

現在細胞シート再生医療事業では、欧州における角膜再生上皮シートの事業化準備を始めとして、5つ

の細胞シート再生医療医薬品パイプラインの研究開発を推進しております。

９月には、フランス・リヨン国立病院において実施しております角膜再生上皮シートの治験の経過観

察期間が終了いたしました。今のところ、リヨン国立病院より平成22年秋頃に本治験の最終報告書を受領

する見込みとなっております。

以上のような活動の結果、営業損失は131,598千円（前年同四半期比35,372千円の減少）となりまし

た。

（当該事業は現在、事業化準備段階にありますので、売上高計上には至っておりません。）

　

(2)　財政状態の分析

(資産)

当第３四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べて1,163,834千円増加し、

2,264,580千円となりました。これは、株式上場時の公募増資で調達した資金の運用により有価証券が

1,640,118千円増加し、現金及び預金が488,264千円減少したことなどによります。

当第３四半期連結会計期間末の固定資産は、前連結会計年度末に比べて99,904千円増加し、188,441千

円となりました。これは、有形固定資産が20,342千円、投資その他の資産が81,855千円増加したことなど

によります。

この結果、当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて1,263,739千円増加し、

2,453,021千円となりました。

　

(負債)

当第３四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末に比べて165,229千円減少し、142,824千

円となりました。これは、前受金が190,725千円減少し、賞与引当金が25,798千円増加したことなどにより

ます。

当第３四半期連結会計期間末の固定負債は、前連結会計年度末と変わらず16,984千円となりました。

この結果、当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて165,229千円減少し、

159,809千円となりました。

　

(純資産)

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1,428,968千円増加し、

2,293,212千円となりました。これは、株式上場時の公募増資により資本金が1,035,000千円、資本剰余金

が1,035,000千円増加した一方で、四半期純損失634,211千円を計上したことなどによります。

　

(3)　キャッシュ・フローの状況の分析

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前年

同四半期連結会計期間末に比べて179,402千円減少し、1,082,299千円となりました。当第３四半期連結会

計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

　

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
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当第３四半期連結会計期間において営業活動に使用した資金は305,204千円（前年同四半期比

151,437千円の支出増）となりました。これは主に、資金流出を伴わない賞与引当金25,798千円の計上

があったものの、前渡金13,363千円、その他流動資産13,641千円の増加及び未払金16,515千円の減少並

びに研究開発費等の支出により税金等調整前四半期純損失を281,415千円計上したことなどによるも

のです。

　

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第３四半期連結会計期間において投資活動により獲得した資金は591,875千円（前年同四半期比

592,007千円の収入増）となりました。これは主に、有価証券の取得により599,666千円の支出があった

ものの、有価証券の償還により1,200,000千円の収入があったことなどによるものです。

　

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第３四半期連結会計期間において財務活動によるキャッシュ・フローはありませんでした。（前

年同四半期も同様）

　

(4)　事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。

　

(5)　研究開発活動

当第３四半期連結会計期間における当グループが支出した研究開発費の総額は129,308千円でありま

す。

なお、当第３四半期連結会計期間において当グループの研究開発活動に重要な変更はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1)　主要な設備の状況

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2)　設備の新設、除却等の計画

該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①　【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 15,300,000

計 15,300,000

　

②　【発行済株式】

　

種類

第３四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成22年９月30日)

提出日現在

発行数(株)

(平成22年11月15日)

上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名

内容

普通株式 5,325,000 5,325,000
大阪証券取引所ＪＡ
ＳＤＡＱ（グロー
ス）

完全議決権株式であ
り権利内容に何ら限
定のない当社におけ
る標準となる株式で
あります。
なお、単元株式数は
100株であります。

計 5,325,000 5,325,000 － －

(注) 大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）は、平成22年10月12日付で同取引所ヘラクレス市場及びＮＥＯ市場ととも

に、新たに開設された同取引所ＪＡＳＤＡＱに統合されており、同日以降の上場金融商品取引所は大阪証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ（グロース）であります。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

　　①　平成14年６月７日臨時株主総会決議（第１回新株予約権）

区分
第３四半期会計期間末現在

(平成22年９月30日)

新株予約権の数（個） 1,454 (注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）
188,300

(注)１、２、５、６

新株予約権の行使時の払込金額（円）
958

(注)３、４、６

新株予約権の行使期間
自　平成16年６月８日
至　平成24年６月７日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 　　958

資本組入額　 479

(注)３、４、６

新株予約権の行使の条件

新株予約権を保有する者は、権利行使時においても当社
の取締役、監査役、従業員又は協力者として取締役会に
て承認された者の地位にあることを要します。その他の
条件は新株予約権割当契約に定めるところによります。

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要します。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

(注) １　「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等により権利を喪失したものを減じた

数であります。

２　当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整します。
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　　調整後株式数＝調整前株式数×分割（又は併合）の比率

３　当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により、１株当たりの行使価額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。

　　調整後行使価額＝調整前行使価額×１/分割・併合の比率

４　当社が新株予約権発行後、行使価額を下回る払込価額で新株式を発行する場合、その他要項で定める場合は、行

使価額を次に定める算式をもって調整します。

　
調整後

行使価額

　
＝

既発行

株式数
×
調整前

行使価額
＋
新発行

株式数
×

１株当たり

払込金額

既発行株式数　＋　新発行株式数

５　上記４に定める行使価額の調整事由が発生した場合は、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株

式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、目的たる株式数につき必要な調整を行います。

６　平成21年10月29日付で株式分割を実施しているので新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の

払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しており

ます。
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　　②　平成15年８月26日臨時株主総会決議（第２回新株予約権）

区分
第３四半期会計期間末現在

(平成22年９月30日)

新株予約権の数（個） 1,436 (注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）
220,200

(注)１、２、４

新株予約権の行使時の払込金額（円）
1,155
(注)３、４

新株予約権の行使期間
自　平成17年８月27日
至　平成25年８月25日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　1,155

資本組入額　 578

(注)３、４

新株予約権の行使の条件

新株予約権を保有する者は、権利行使時においても当社
の取締役、監査役、従業員又は協力者として取締役会に
て承認された者の地位にあることを要します。その他の
条件は新株予約権割当契約に定めるところによります。

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要します。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

(注) １　「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等により権利を喪失したものを減じた

数であります。

２　行使価額の調整を行った場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整します。

調整後株式数 ＝
調整前株式数　×　１株当たり調整前行使価額

１株当たり調整後行使価額

３　当社の株式数に変更を生ずる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、行使価額を次に定める算式をもって

調整します。

　
調整後

行使価額

　
＝

既発行

株式数
×
調整前

行使価額
＋
新発行

株式数
×
１株当たり

払込金額

既発行株式数　＋　新発行株式数

４　平成21年10月29日付で株式分割を実施しているので新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の

払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しており

ます。
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　　③　平成18年３月30日定時株主総会決議、平成18年11月27日発行（第３回新株予約権①）

区分
第３四半期会計期間末現在

(平成22年９月30日)

新株予約権の数（個） 420 (注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）
42,000

(注)１、２、５

新株予約権の行使時の払込金額（円）
1,493

(注)３、４、５

新株予約権の行使期間
自　平成20年４月１日

至　平成28年３月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　1,493

資本組入額　  747

(注)３、４、５

新株予約権の行使の条件

①新株予約権発行時において当社の取締役、監査役及び
従業員であった者は、権利行使時においても当社、当社
子会社又は当社の関係会社の役員又は従業員であるこ
とを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、
その他取締役会が認める場合並びに相続により新株予
約権を取得した場合はその限りではありません。その他
の条件は新株予約権割当契約に定めるところによりま
す。

②新株予約権発行時において社外の協力者であった者
は、権利行使時においても、当該協力者と当社との間で
締結する新株予約権割当契約で取り決める当社との間
で協力関係にあると当社が判断する要件を満たしてい
ることを要します。

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要します。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

(注) １　「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等により権利を喪失したものを減じた

数であります。

２　当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整します。

　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

３　当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を

調整します。

　
調整後

行使価額

　
＝

既発行

株式数
×
調整前

行使価額
＋
新規発行又は

処分株式数
×
１株当たり払込金額

又は処分価額

既発行株式数　＋　新規発行株式数又は処分株式数

４　当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により、１株当たりの行使価額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。

　　調整後行使価額＝調整前行使価額×１/分割・併合の比率

５　平成21年10月29日付で株式分割を実施しているので新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の

払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しており

ます。
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　　④　平成18年３月30日定時株主総会決議、平成18年12月27日発行（第３回新株予約権②）

区分
第３四半期会計期間末現在

(平成22年９月30日)

新株予約権の数（個） 890

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）
89,000

(注)１、４

新株予約権の行使時の払込金額（円）
1,493

(注)２、３、４

新株予約権の行使期間
自　平成20年４月１日

至　平成28年３月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　1,493

資本組入額　  747

(注)２、３、４

新株予約権の行使の条件

①新株予約権発行時において当社の取締役、監査役及び
従業員であった者は、権利行使時においても当社、当社
子会社又は当社の関係会社の役員又は従業員であるこ
とを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、
その他取締役会が認める場合並びに相続により新株予
約権を取得した場合はその限りではありません。その他
の条件は新株予約権割当契約に定めるところによりま
す。

②新株予約権発行時において社外の協力者であった者
は、権利行使時においても、当該協力者と当社との間で
締結する新株予約権割当契約で取り決める当社との間
で協力関係にあると当社が判断する要件を満たしてい
ることを要します。

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要します。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

(注) １　当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整します。

　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

２　当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を

調整します。

　
調整後

行使価額

　
＝

既発行

株式数
×
調整前

行使価額
＋
新規発行又は

処分株式数
×
１株当たり払込金額

又は処分価額

既発行株式数　＋　新規発行株式数又は処分株式数

３　当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により、１株当たりの行使価額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。

　　調整後行使価額＝調整前行使価額×１/分割・併合の比率

４　平成21年10月29日付で株式分割を実施しているので新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の

払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しており

ます。
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　　⑤　平成18年３月30日定時株主総会決議、平成19年１月23日発行（第３回新株予約権③）

区分
第３四半期会計期間末現在

(平成22年９月30日)

新株予約権の数（個） 90

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）
9,000

(注)１、４

新株予約権の行使時の払込金額（円）
1,493

(注)２、３、４

新株予約権の行使期間
自　平成20年４月１日

至　平成28年３月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　1,493

資本組入額　  747

(注)２、３、４

新株予約権の行使の条件

①新株予約権発行時において当社の取締役、監査役及び
従業員であった者は、権利行使時においても当社、当社
子会社又は当社の関係会社の役員又は従業員であるこ
とを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、
その他取締役会が認める場合並びに相続により新株予
約権を取得した場合はその限りではありません。その他
の条件は新株予約権割当契約に定めるところによりま
す。

②新株予約権発行時において社外の協力者であった者
は、権利行使時においても、当該協力者と当社との間で
締結する新株予約権割当契約で取り決める当社との間
で協力関係にあると当社が判断する要件を満たしてい
ることを要します。

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要します。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

(注) １　当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整します。

　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

２　当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を

調整します。

　
調整後

行使価額

　
＝

既発行

株式数
×
調整前

行使価額
＋
新規発行又は

処分株式数
×
１株当たり払込金額

又は処分価額

既発行株式数　＋　新規発行株式数又は処分株式数

３　当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により、１株当たりの行使価額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。

　　調整後行使価額＝調整前行使価額×１/分割・併合の比率

４　平成21年10月29日付で株式分割を実施しているので新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の

払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しており

ます。
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　　⑥　平成18年３月30日定時株主総会決議、平成19年２月22日発行（第３回新株予約権④）

区分
第３四半期会計期間末現在

(平成22年９月30日)

新株予約権の数（個） 110

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）
11,000

(注)１、４

新株予約権の行使時の払込金額（円）
1,493

(注)２、３、４

新株予約権の行使期間
自　平成20年４月１日

至　平成28年３月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　1,493

資本組入額　  747

(注)２、３、４

新株予約権の行使の条件

①新株予約権発行時において当社の取締役、監査役及び
従業員であった者は、権利行使時においても当社、当社
子会社又は当社の関係会社の役員又は従業員であるこ
とを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、
その他取締役会が認める場合並びに相続により新株予
約権を取得した場合はその限りではありません。その他
の条件は新株予約権割当契約に定めるところによりま
す。

②新株予約権発行時において社外の協力者であった者
は、権利行使時においても、当該協力者と当社との間で
締結する新株予約権割当契約で取り決める当社との間
で協力関係にあると当社が判断する要件を満たしてい
ることを要します。

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要します。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

(注) １　当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整します。

　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

２　当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を

調整します。

　
調整後

行使価額

　
＝

既発行

株式数
×
調整前

行使価額
＋
新規発行又は

処分株式数
×
１株当たり払込金額

又は処分価額

既発行株式数　＋　新規発行株式数又は処分株式数

３　当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により、１株当たりの行使価額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。

　　調整後行使価額＝調整前行使価額×１/分割・併合の比率

４　平成21年10月29日付で株式分割を実施しているので新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の

払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しており

ます。
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　　⑦　平成18年３月30日定時株主総会決議、平成19年３月１日発行（第３回新株予約権⑤）

区分
第３四半期会計期間末現在

(平成22年９月30日)

新株予約権の数（個） 10

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）
1,000

(注)１、４

新株予約権の行使時の払込金額（円）
1,493

(注)２、３、４

新株予約権の行使期間
自　平成20年４月１日

至　平成28年３月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　1,493

資本組入額　  747

(注)２、３、４

新株予約権の行使の条件

①新株予約権発行時において当社の取締役、監査役及び
従業員であった者は、権利行使時においても当社、当社
子会社又は当社の関係会社の役員又は従業員であるこ
とを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、
その他取締役会が認める場合並びに相続により新株予
約権を取得した場合はその限りではありません。その他
の条件は新株予約権割当契約に定めるところによりま
す。

②新株予約権発行時において社外の協力者であった者
は、権利行使時においても、当該協力者と当社との間で
締結する新株予約権割当契約で取り決める当社との間
で協力関係にあると当社が判断する要件を満たしてい
ることを要します。

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要します。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

(注) １　当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整します。

　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

２　当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を

調整します。

　
調整後

行使価額

　
＝

既発行

株式数
×
調整前

行使価額
＋
新規発行又は

処分株式数
×
１株当たり払込金額

又は処分価額

既発行株式数　＋　新規発行株式数又は処分株式数

３　当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により、１株当たりの行使価額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。

　　調整後行使価額＝調整前行使価額×１/分割・併合の比率

４　平成21年10月29日付で株式分割を実施しているので新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の

払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しており

ます。
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　　⑧　平成18年３月30日定時株主総会決議、平成19年３月16日発行（第３回新株予約権⑥）

区分
第３四半期会計期間末現在

(平成22年９月30日)

新株予約権の数（個） 50

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）
5,000

(注)１、４

新株予約権の行使時の払込金額（円）
1,493

(注)２、３、４

新株予約権の行使期間
自　平成20年４月１日

至　平成28年３月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　1,493

資本組入額　  747

(注)２、３、４

新株予約権の行使の条件

①新株予約権発行時において当社の取締役、監査役及び
従業員であった者は、権利行使時においても当社、当社
子会社又は当社の関係会社の役員又は従業員であるこ
とを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、
その他取締役会が認める場合並びに相続により新株予
約権を取得した場合はその限りではありません。その他
の条件は新株予約権割当契約に定めるところによりま
す。

②新株予約権発行時において社外の協力者であった者
は、権利行使時においても、当該協力者と当社との間で
締結する新株予約権割当契約で取り決める当社との間
で協力関係にあると当社が判断する要件を満たしてい
ることを要します。

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要します。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

(注) １　当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整します。

　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

２　当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を

調整します。

　
調整後

行使価額

　
＝

既発行

株式数
×
調整前

行使価額
＋
新規発行又は

処分株式数
×
１株当たり払込金額

又は処分価額

既発行株式数　＋　新規発行株式数又は処分株式数

３　当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により、１株当たりの行使価額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。

　　調整後行使価額＝調整前行使価額×１/分割・併合の比率

４　平成21年10月29日付で株式分割を実施しているので新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の

払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しており

ます。

　
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
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年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

 

(千円)

資本金残高

 

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

　平成22年９月30日 ― 5,325,000 ― 3,148,052 ― 3,128,052

　
(6) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。

(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日（平成22年６月30日）に基づく株主名簿による記

載をしております。

①　【発行済株式】

平成22年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 　 － － －

議決権制限株式（自己株式等） 　 － － －

議決権制限株式（その他） 　 － － －

完全議決権株式（自己株式等） 　 － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 5,324,300 53,243 －

単元未満株式 普通株式 700 － －

発行済株式総数 　 5,325,000 － －

総株主の議決権 　 － 53,243 －

　

②　【自己株式等】

該当事項はありません。

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成22年
１月

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) ― ― 1,5481,3401,5001,0391,3391,209 990

最低(円) ― ― 1,1901,130 894 906 886 886 780

(注)  最高・最低株価は、平成22年３月31日以前はジャスダック証券取引所ＮＥＯにおけるものであり、平成22年４月

１日以降は、大阪証券取引所ＮＥＯ（ＪＡＳＤＡＱ市場）におけるものであります。

なお、大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）は、同取引所ヘラクレス市場及びＮＥＯ市場とともに、新たに開設さ

れた同取引所ＪＡＳＤＡＱに統合されており、平成22年10月12日付で大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（グロース）

に上場となっております。

　
３ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第５ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前第３四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び前第３四半期連

結累計期間（平成21年１月１日から平成21年９月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づ

き、当第３四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第３四半期連結累

計期間（平成22年１月１日から平成22年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて

作成しています。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間（平成21年７月

１日から平成21年９月30日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平成21年９月30

日まで）に係る四半期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22年９

月30日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成22年１月１日から平成22年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。

なお、前第３四半期連結会計期間及び前第３四半期連結累計期間に係る四半期レビュー報告書は、平成22

年２月９日提出の有価証券届出書に添付されたものによっております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 541,900 1,030,165

売掛金 11,590 13,001

有価証券 1,640,118 －

商品及び製品 9,088 8,650

原材料 1,132 773

仕掛品 4,218 3,105

その他 56,533 45,048

流動資産合計 2,264,580 1,100,745

固定資産

有形固定資産 ※
 71,165

※
 50,822

無形固定資産 8,562 10,855

投資その他の資産 108,713 26,857

固定資産合計 188,441 88,536

資産合計 2,453,021 1,189,282

負債の部

流動負債

買掛金 1,354 485

未払法人税等 8,625 8,875

賞与引当金 25,798 －

前受金 37,277 228,003

その他 69,768 70,689

流動負債合計 142,824 308,053

固定負債

長期前受金 16,984 16,984

固定負債合計 16,984 16,984

負債合計 159,809 325,038

純資産の部

株主資本

資本金 3,148,052 2,113,052

資本剰余金 3,128,052 2,093,052

利益剰余金 △3,973,469 △3,339,257

株主資本合計 2,302,634 866,846

評価・換算差額等

為替換算調整勘定 △9,422 △2,602

評価・換算差額等合計 △9,422 △2,602

純資産合計 2,293,212 864,244

負債純資産合計 2,453,021 1,189,282
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
　至 平成21年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
　至 平成22年９月30日)

売上高 68,141 43,968

売上原価 40,040 32,810

売上総利益 28,100 11,157

販売費及び一般管理費

研究開発費 ※1
 278,458

※1
 392,731

その他 ※2
 296,971

※2
 448,181

販売費及び一般管理費合計 575,430 840,912

営業損失（△） △547,329 △829,755

営業外収益

受取利息 883 1,144

補助金収入 4,380 226,978

為替差益 105 －

その他 583 833

営業外収益合計 5,953 228,956

営業外費用

株式交付費 5,512 20,820

株式公開費用 － 5,224

その他 － 1,198

営業外費用合計 5,512 27,243

経常損失（△） △546,889 △628,041

特別損失

固定資産除却損 － 3,012

特別損失合計 － 3,012

税金等調整前四半期純損失（△） △546,889 △631,054

法人税、住民税及び事業税 1,355 3,157

法人税等調整額 △159 －

法人税等合計 1,195 3,157

四半期純損失（△） △548,084 △634,211
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【第３四半期連結会計期間】
(単位：千円)

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
　至 平成22年９月30日)

売上高 27,036 21,011

売上原価 14,543 11,394

売上総利益 12,493 9,617

販売費及び一般管理費

研究開発費 ※1
 90,654

※1
 129,308

その他 ※2
 101,959

※2
 161,583

販売費及び一般管理費合計 192,614 290,892

営業損失（△） △180,120 △281,274

営業外収益

受取利息 280 659

その他 － 1

営業外収益合計 280 660

営業外費用

為替差損 571 800

営業外費用合計 571 800

経常損失（△） △180,411 △281,415

税金等調整前四半期純損失（△） △180,411 △281,415

法人税、住民税及び事業税 675 1,052

法人税等調整額 △159 －

法人税等合計 515 1,052

四半期純損失（△） △180,927 △282,467
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
　至 平成21年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
　至 平成22年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △546,889 △631,054

減価償却費 11,961 13,264

賞与引当金の増減額（△は減少） 19,726 25,798

受取利息 △883 △1,144

為替差損益（△は益） △320 27

補助金収入 △4,380 △226,978

株式交付費 5,512 20,820

株式公開費用 － 5,224

固定資産除却損 － 3,012

売上債権の増減額（△は増加） △5,725 1,411

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,118 △1,908

前渡金の増減額（△は増加） △3,887 △6,673

その他の流動資産の増減額（△は増加） △2,300 △17,651

仕入債務の増減額（△は減少） 1,428 869

未払金の増減額（△は減少） △11,364 △570

その他の流動負債の増減額（△は減少） △1,143 △911

小計 △535,147 △816,464

利息の受取額 699 425

補助金の受取額 47,947 47,615

法人税等の支払額 △1,597 △2,700

営業活動によるキャッシュ・フロー △488,098 △771,123

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 － △2,299,101

有価証券の償還による収入 － 1,200,000

有形固定資産の取得による支出 △132 △33,329

無形固定資産の取得による支出 △142 △314

有形固定資産の除却による支出 － △682

敷金の差入による支出 － △6,216

長期前払費用の取得による支出 － △75,716

その他 － 10

投資活動によるキャッシュ・フロー △275 △1,215,350

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入 1,492,731 2,049,179

株式上場に伴う支出 － △3,739

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,492,731 2,045,440

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,392 △6,833

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,001,964 52,134

現金及び現金同等物の期首残高 259,686 1,030,165

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 50 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,261,701

※
 1,082,299
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【継続企業の前提に関する事項】

当第３四半期連結会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）

該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　 当第３四半期連結累計期間

(自　平成22年１月１日

　至　平成22年９月30日)

１. 連結の範囲に関する事項の変更

 

（1）連結の範囲の変更

　　　平成22年６月にCellSeed Europe Ltd.を新たに設立し、第２四半期連
結会計期間より、連結の範囲に含めております。

　　　また、CellSeed Europe SARLについては、平成22年６月に
CellSeed France SARLに商号変更しております。

 

（2）変更後の連結子会社の数

２社

　

【簡便な会計処理】

　 当第３四半期連結累計期間

(自　平成22年１月１日

　至　平成22年９月30日)

１. 棚卸資産の評価方法 　当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省
略し、第２四半期連結会計期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方
法により算定する方法によっております。

２. 固定資産の減価償却費の算定方法

 

　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費
の額を期間按分して算定する方法によっております。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日　至　平成22年９月30日）

該当事項はありません。

　

【追加情報】

当第３四半期連結累計期間

(自　平成22年１月１日

　至　平成22年９月30日)

　該当事項はありません。
　

　

EDINET提出書類

株式会社セルシード(E24158)

四半期報告書

24/36



　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第３四半期連結会計期間末

(平成22年９月30日)

前連結会計年度末

(平成21年12月31日)

　
※ 有形固定資産の減価償却累計額 72,046千円

　 　

　

　
※ 有形固定資産の減価償却累計額 64,789千円
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(四半期連結損益計算書関係)

第３四半期連結累計期間

前第３四半期連結累計期間

(自　平成21年１月１日

　至　平成21年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成22年１月１日

　至　平成22年９月30日)

※１　研究開発費の主要な費目及び金額は次のとおりで
あります。

給与手当 74,615千円

賞与 19,244千円

賞与引当金繰入額 10,437千円

消耗品費 26,307千円

委託開発費 33,368千円

 

※１　研究開発費の主要な費目及び金額は次のとおりで
あります。

給与手当 106,836千円

賞与 34,966千円

賞与引当金繰入額 12,190千円

薬事申請費 39,145千円

委託開発費 40,534千円

 

※２　その他の主要な費目及び金額は次のとおりであり
ます。

役員報酬 51,079千円

給与手当 56,245千円

賞与引当金繰入額 8,435千円

旅費交通費 26,456千円

支払報酬 31,221千円

 

※２　その他の主要な費目及び金額は次のとおりであり
ます。

役員報酬 65,926千円

給与手当 99,708千円

賞与引当金繰入額 12,300千円

旅費交通費 50,481千円

支払報酬 44,801千円

 
　 　

　

第３四半期連結会計期間

前第３四半期連結会計期間

(自　平成21年７月１日

　至　平成21年９月30日)

当第３四半期連結会計期間

(自　平成22年７月１日

　至　平成22年９月30日)

※１　研究開発費の主要な費目及び金額は次のとおりで
あります。

給与手当 26,659千円

賞与引当金繰入額 10,437千円

消耗品費 10,553千円

旅費交通費 8,601千円

特許関連費 8,335千円

 

※１　研究開発費の主要な費目及び金額は次のとおりで
あります。

給与手当 40,815千円

賞与引当金繰入額 12,190千円

消耗品費 10,150千円

旅費交通費 8,599千円

薬事申請費 13,713千円

 

※２　その他の主要な費目及び金額は次のとおりであり
ます。

役員報酬 17,026千円

給与手当 19,587千円

賞与引当金繰入額 8,435千円

旅費交通費 10,669千円

支払報酬 14,653千円

 

※２　その他の主要な費目及び金額は次のとおりであり
ます。

役員報酬 24,450千円

給与手当 38,698千円

賞与引当金繰入額 12,300千円

旅費交通費 24,925千円

支払報酬 14,233千円

 
　 　

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第３四半期連結累計期間

(自　平成21年１月１日

　至　平成21年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成22年１月１日

　至　平成22年９月30日)

※現金及び現金同等物の当第３四半期連結累計期間末
残高と当第３四半期連結貸借対照表に掲記されている
科目の金額との関係　(平成21年９月30日現在)

※現金及び現金同等物の当第３四半期連結累計期間末
残高と当第３四半期連結貸借対照表に掲記されている
科目の金額との関係　(平成22年９月30日現在)
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現金及び預金 1,261,701千円

　計 1,261,701千円

現金及び現金同等物 1,261,701千円

　

　

現金及び預金 541,900千円

有価証券 1,640,118千円

　計 2,182,018千円

償還期間が３ヶ月を超える有
価証券等

△1,099,719千円

現金及び現金同等物 1,082,299千円

　
　 　

　

　

(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成22年１月１日　

至　平成22年９月30日）

１　発行済株式の種類及び総数

　　普通株式　　5,325,000株

　

２　自己株式の種類及び株式数

　　該当事項はありません。

　

３　新株予約権等に関する事項

　　該当事項はありません。

　

４　配当に関する事項

　　該当事項はありません。

　

５　株主資本の金額の著しい変動

　　当社は、平成22年３月15日付で、有償一般募集（ブックビルディング方式）による増資を行いました。この

結果、当第３四半期連結累計期間において資本金が1,035,000千円、資本準備金が1,035,000千円増加し、当

第３四半期連結会計期間末において、資本金が3,148,052千円、資本準備金が3,128,052千円となっておりま

す。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

　

　
再生医療支援事業

(千円)

細胞シート再生医
療事業

(千円)

計
(千円)

消去又は
全社
(千円)

連結
(千円)

  売上高 　 　 　 　 　

    (1)外部顧客に対
する売上高

27,036 － 27,036 － 27,036

    (2)セグメント間
の内部売上高
又は振替高

－ － － － －

    計 27,036 － 27,036 － 27,036

  営業損失（△） △11,075 △96,225 △107,301（72,818） △180,120

(注) １　事業の区分は、事業管理の実態を踏まえて、「再生医療支援事業」と「細胞シート再生医療事業」の２つに区

分しております。

２　各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

 再生医療支援事業
温度応答性細胞培養器材、超低付着性細胞培養器材、

温度応答性HPLCカラム

 細胞シート再生医療事業 －

　

当第３四半期連結会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）

　

　
再生医療支援事業

(千円)

細胞シート再生医
療事業

(千円)

計
(千円)

消去又は
全社
(千円)

連結
(千円)

  売上高 　 　 　 　 　

    (1)外部顧客に対
する売上高

21,011 － 21,011 － 21,011

    (2)セグメント間
の内部売上高
又は振替高

－ － － － －

    計 21,011 － 21,011 － 21,011

  営業損失（△） △14,976 △131,598△146,575(134,699)△281,274

(注) １　事業の区分は、事業管理の実態を踏まえて、「再生医療支援事業」と「細胞シート再生医療事業」の２つに区

分しております。

２　各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

 再生医療支援事業
温度応答性細胞培養器材、超低付着性細胞培養器材、

温度応答性HPLCカラム

 細胞シート再生医療事業 －

３　再生医療支援事業は既に製品を販売して売上高を計上しておりますが、細胞シート再生医療事業は現在、事業

化準備段階にありますので、売上高計上には至っておりません。

　

前第３四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年９月30日）

　

　
再生医療支援事業

(千円)

細胞シート再生医
療事業

(千円)

計
(千円)

消去又は
全社
(千円)

連結
(千円)

  売上高 　 　 　 　 　

    (1)外部顧客に対
する売上高

68,141 － 68,141 － 68,141
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    (2)セグメント間
の内部売上高
又は振替高

－ － － － －

    計 68,141 － 68,141 － 68,141

  営業損失（△） △28,237 △301,869△330,107（217,222）△547,329

(注) １　事業の区分は、事業管理の実態を踏まえて、「再生医療支援事業」と「細胞シート再生医療事業」の２つに区

分しております。

２　各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

 再生医療支援事業
温度応答性細胞培養器材、超低付着性細胞培養器材、

温度応答性HPLCカラム

 細胞シート再生医療事業 －

　

当第３四半期連結累計期間（自　平成22年１月１日　至　平成22年９月30日）

　

　
再生医療支援事業

(千円)

細胞シート再生医
療事業

 (千円)

計
(千円)

消去又は
全社
(千円)

連結
(千円)

  売上高 　 　 　 　 　

    (1)外部顧客に対
する売上高

43,968 － 43,968 － 43,968

    (2)セグメント間
の内部売上高
又は振替高

－ － － － －

    計 43,968 － 43,968 － 43,968

  営業損失（△） △53,270 △404,316△457,587(372,167)△829,755

(注) １　事業の区分は、事業管理の実態を踏まえて、「再生医療支援事業」と「細胞シート再生医療事業」の２つに区

分しております。

２　各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

 再生医療支援事業
温度応答性細胞培養器材、超低付着性細胞培養器材、

温度応答性HPLCカラム

 細胞シート再生医療事業 －

３　再生医療支援事業は既に製品を販売して売上高を計上しておりますが、細胞シート再生医療事業は現在、事業

化準備段階にありますので、売上高計上には至っておりません。
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【所在地別セグメント情報】

　前第３四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）及び当第３四半期連結会計期間

（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）並びに前第３四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　

至　平成21年９月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成22年１月１日　至　平成22年９月30日）

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。

　

【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

　

　 欧州 計

  Ⅰ　海外売上高（千円） 7,938 7,938

  Ⅱ　連結売上高（千円） － 27,036

  Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 29.4 29.4

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

　

当第３四半期連結会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）

　

　 欧州 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 2,323 2,323

Ⅱ　連結売上高（千円） － 21,011

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 11.1 11.1

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

欧州……デンマーク

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

　

前第３四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年９月30日）

　

　 欧州 計

  Ⅰ　海外売上高（千円） 19,567 19,567

  Ⅱ　連結売上高（千円） － 68,141

  Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 28.7 28.7

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

　

当第３四半期連結累計期間（自　平成22年１月１日　至　平成22年９月30日）

　

　 欧州 その他 計

  Ⅰ　海外売上高（千円） 7,830 13 7,843

  Ⅱ　連結売上高（千円） － － 43,968

  Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 17.8 0.0 17.8

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

欧州……デンマーク、フランス

その他…韓国

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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(有価証券関係)

当第３四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）

　

時価のある満期保有目的の債券が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、当

該有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が

認められます。

　

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの
　

区分
四半期連結貸借対照表

計上額(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

国債・地方債等 1,099,719 1,099,715 △3

合計 1,099,719 1,099,715 △3

　

(デリバティブ取引関係)

当第３四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）

当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

当第３四半期連結会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）

　該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

当第３四半期連結会計期間(自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末

(平成22年９月30日)

前連結会計年度末

(平成21年12月31日)

　

　 430円65銭

　

　

　 225円95銭

　
　 　

　

２  １株当たり四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

第３四半期連結累計期間

前第３四半期連結累計期間

(自　平成21年１月１日

　至　平成21年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成22年１月１日

　至　平成22年９月30日)

  １株当たり四半期純損失金額
（△）

△16,107円55銭

　

  １株当たり四半期純損失金額
（△）

△128円80銭

　
　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ
いては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純
損失であるため、記載しておりません。
 

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に
ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期
純損失であるため、記載しておりません。

(注) １株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎

項目

前第３四半期連結累計期間

(自　平成21年１月１日

　至　平成21年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成22年１月１日

　至　平成22年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失

（△）（千円）
△548,084 △634,211

普通株式に係る四半期純損失（△）

（千円）
△548,084 △634,211

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式の期中平均株式数（千株） 34 4,923

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益金額の算定に含まれ
なかった潜在株式について前連結会計年度末
から重要な変動がある場合の概要

－ －

　
第３四半期連結会計期間

前第３四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年９月30日)

 

  １株当たり四半期純損失金額
（△）

△4,730円13銭

 
　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に
ついては、潜在株式が存在するものの１株当たり四半期
純損失であるため、記載しておりません。
 

 

  １株当たり四半期純損失金額
（△）

△53円05銭

 
　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に
ついては、潜在株式が存在するものの１株当たり四半期
純損失であるため、記載しておりません。

　 　

(注) １株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎

項目
前第３四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失
（△）（千円）

△180,927 △282,467

普通株式に係る四半期純損失（△）
（千円）

△180,927 △282,467

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式の期中平均株式数（千株） 38 5,325
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益金額の算定に含ま
れなかった潜在株式について前連結会計年
度末から重要な変動がある場合の概要

－ －

　
(重要な後発事象)

前第３四半期連結会計期間

（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）

（株式分割）
 
平成21年10月14日開催の取締役会決議に基づき、平成21
年10月29日をもって次のように株式分割を実施しており
ます。
１．分割方法
　　平成21年10月29日を基準日として、同日17時の株主名
簿に記載又は記録された株主の所有普通株式１株につき
100株の割合をもって分割します。
２．分割により増加する株式数
　普通株式　　3,786,750株
３．当該株式分割が、当連結会計年度の開始日（平成21
年１月１日）に行われたと仮定した場合の当第３四半期
連結累計（会計）期間における１株当たり情報は以下の
とおりです。
　　①１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

１株当たり純資産額　　　　 289円34銭
　　②１株当たり四半期純損失金額等
　 当第３四半期

連結累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年９月30日)

当第３四半期
連結会計期間

(自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日)

１株当
たり四
半期純
損失金
額(△)

△161円08銭 △47円30銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ
いては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純
損失であるため記載しておりません。
 
（重要な契約の締結）
 
平成21年10月14日開催の取締役会決議に基づき、平成21
年12月28日付にてリヨン国立病院（HCL）と角膜再生上
皮シートの生産及び製造技術を確保するための契約を締
結いたしました。
１．その旨及び目的又は理由：

HCLの角膜再生上皮シートの生産及び製造技術を確
保するための契約の締結

２．契約の相手会社の名称：HCL 
３．締結の時期：平成21年12月28日締結
４．契約の内容：

HCLによる欧州GMP（Good Manufacturing Practice
適正製造基準、医薬品製造管理及び品質管理基準）
に対応する施設の完成、毎年一定数の角膜再生上皮
シートの生産、フランスを除く販売地域を対象とし
た製造委託先への技術移転等の履行保証、及び上記
施設の工事に対する当社による支援金の支払い

５．契約の締結が営業活動等へ及ぼす重要な影響：
HCLにて確立された角膜再生上皮シートの製造技術
の確保により、欧州での安定した製造及び供給の基
盤を築くことが可能となる。
当社よりHCLに対し、欧州GMP対応の施設工事に対し
て、施設完成まで支援金が支出される。

該当事項はありません。
 
 

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年１月28日

株式会社　セルシード

取締役会  御中

　

有限責任監査法人　トーマツ

　

指定有限責任社員

業務執行社員
　 公認会計士    水  上　　亮　比 呂　　　印

　

指定有限責任社員

業務執行社員
　 公認会計士    佐　野　　明　宏　　　印

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社セルシードの平成21年１月１日から平成21年12月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間

(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成21年１月１日から平成21

年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四

半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにあ

る。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社セルシード及び連結子会社の平成21

年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の

経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる

事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
追記情報

１.（重要な後発事象）に記載されているとおり、会社は平成21年10月14日開催の取締役会決議に基づき、平

成21年10月29日に株式分割を実施した。

２.（重要な後発事象）に記載されているとおり、会社は平成21年10月14日開催の取締役会決議に基づき、リ

ヨン国立病院（HCL）と角膜再生上皮シートの生産及び製造技術を確保するための契約を締結した。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年11月９日

株式会社　セルシード

取締役会  御中

　

有限責任監査法人　トーマツ

　

指定有限責任社員

業務執行社員
　 公認会計士    水　上　　亮　比　呂　　　印

　

指定有限責任社員

業務執行社員
　 公認会計士    佐　野　　明　宏　　　印

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社セルシードの平成22年１月１日から平成22年12月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間

(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成22年１月１日から平成22

年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四

半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにあ

る。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社セルシード及び連結子会社の平成22

年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の

経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる

事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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